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第２章 安全で安心できる生活環境の保全 

第２節．大気環境の保全、騒音・振動・悪臭対策 

１．一般環境大気測定局における常時監視 

 ⑵ 大気汚染緊急時対応 
 

⑴ 事業目的 

知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合、大

気汚染防止法に基づき注意報等を発令し、一般に周知することとされています。 

また、近年、微小粒子状物質(PM2.5）※１濃度の上昇が度々観測され、平成25年１月以降、県民の関

心が高まってきたことから、環境省が平成25年３月に取りまとめた「注意喚起のための暫定的な指針」

に基づき、指針値（日平均値70㎍/㎥）を超えると予想される場合、県民に対し注意喚起を実施するこ

ととし、市町村、関係機関との連絡体制等を整備しています。 

 

⑵ 取組状況 

令和元年度の注意報発令、注意喚起の実施状況は次のとおりです。 

・光化学オキシダント 

５月23日に松江、出雲、浜田、益田及び県央の各地域に注意報を発令しました。 

・微小粒子状物質（PM2.5） 

注意喚起の実施はありません。 

 

 

   

 

 

 

※１. 微小粒子状物質(PM2.5） 

 大気中に浮遊する粒子状物質で、粒径が2.5μm以下のものをいいます。 

PM2.5は、肺の奥まで入りやすく、肺がん・呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。 

 

 

所属名 問い合わせ先 

環境政策課 0852-22-6379 

【担当課】 


